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（1） この○○○氏の事案について○○損害保険株式会社から依頼された内容

○○損害保険株式会社からの依頼内容は、この○○○氏の現在の状態と事故の関係を判断してほしいということであった。

このことを判断するに際し、先ず以下のことを順次判断していきたい。(１) ○○○氏の現在の状態の評価（２）現在の状態を引起こしている原因（３）この現在の状態を引起こしている原因と事故の因果関係（４）最後に現在の状態は事故と関係があるのか、それとも無関係なのか、それとも素因の競合であり、各々の寄与率はいくらなのか。

（2） ○○○氏の現在の状態の評価

現状の認識は比較的問題が無いと思われる。○○医大○○医師の付録３：診断書3（平成5年９月）に詳しいように、“両上肢下肢の筋力低下、両下肢筋力低下、神経因性膀胱”がある。また、付録３：診断書10（平成７年１２月）“現在、四肢不全麻痺により寝たきりの生活を強いられている”。次いで○○病院医師○○の付録３：診断書5（平成６年１０月）でも“平成5年5月9日頃よりベッド上生活となる。平成5年1月頃から排尿困難がみられ、…平成5年11月より尿バルーン装着し、膀胱洗浄を定期的に行っている。”となっている。

付録１の症状の経過でまとめているように、頚部の脊髄または神経の損傷による症状は平成3年10月の手足のしびれよりはじまり徐々に増悪、平成5年1月には排尿困難となり、同３月に歩行困難、同５月にベッド上の生活となり、６月には上肢運動障害もはっきりした。従って、平成5年の中途より、ほぼ○○○氏が寝たきりに近い状態になっていることは、異論の無い所と思われる。

（3） 現在の状態を引起こしている原因

原因については、医師間の表現に、一部微妙な違いが存在する。○○医師（付録３：診断書5）は“頚椎症”と書き、○○医師（付録３：診断書3、4、6、10）は“後縦靭帯骨化症と頚椎椎間板ヘルニア”、“脊柱管狭窄症”と書いている。また、○○医師（付録３：診断書2）は“脊柱管狭窄症、頚椎椎間板ヘルニア”と書いている。

これらの表現は一見異なってはいるが、非常に近いものを表現している。この事を理解するために、上記に出てくる４つの病名（頚椎症、後縦靭帯骨化症、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症）を、今後の議論を進めていくために先ず説明したい。
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（頚椎症）

頚椎症は、脊柱管(孔)の前からは変性した脊椎板（後述のhard disc）と椎体後縁の骨棘（椎体骨縁が変性して異常骨化すること）、後方からは変性した黄色靭帯や椎間関節により圧迫されて脊髄や神経に症状が生じる病態である。

（頚部椎間板ヘルニア）

頚部椎間板ヘルニアは狭義には髄核を取巻く繊維輪が破れ、変性していない椎間板(soft disc)が脊柱管内に脱出し、脊髄や神経を圧迫している状態である。広義には変性した椎間板(hard disc)が脊柱管内に突出したことを言い、椎体後縁に形成された骨棘と一緒になり、脊髄や神経を圧迫する。実はこの状態は上記の頚椎症そのものである。頚椎椎間板ヘルニアは、純粋形であるsoft disc と退行性病変のhard disc に分けられ、 soft discは外傷と関係づけられ、hard discは加齢と関係づけられる。

（後縦靭帯骨化症）

脊椎椎体の後面をつないでいる靭帯を後縦靭帯といい、この靭帯が骨化して脊髄を圧迫して症状が生じた病態を後縦靭帯骨化症という。症状の推移は一般に慢性進行性であるが、正常人では問題にならないような軽い外傷で急性増悪することがある。

（脊柱管狭窄）

脊柱管狭窄は、脊髄が通る生来の脊柱管の狭窄だけでなく、頚椎症や後縦靭帯骨化症などによる狭窄を含み、脊髄を圧迫して症状を出している病態である。つまり、上記のどれでも良い。

このように説明すると理解できると思うが、現在の状態の原因について、表現の差はあるが、どの医師も似たような状態を推定している事がわかる。“頚椎症”、“後縦靭帯骨化症”、“頚椎椎間板ヘルニア”、または、“脊柱管狭窄症”も○○○氏の状態が頚椎での狭窄が頚髄を圧迫して症状を出しているという事である。しかし、厳密にはこのうちのどれが原因かは症状だけでは決定できない。そこで、画像上からの判断になるが、ＭＲＩ上だけで言えば、Ｃ4-5レベルが一番狭窄度が高い。その場合は、このレベルの病変である頚椎症（変性した椎間板を伴う）が原因ということになる。二番目の可能性としては、二番目にＣ5-6が狭窄度が高いため、後縦靭帯骨化症という事になる。もちろん、両者の複合もありうる。まとめると、頚椎症または後縦靭帯骨化症が生じて、その部位の脊柱管狭窄を引起こして、現在の状態を作り出していると言う事である。

（4） この現在の状態を引起こしている原因と事故の因果関係

さて、事故との因果関係を考えるに際し、以下の二つの可能性を考える必要がある。(1)事故    現在の症状(事故と現在の症状が直接的に関係)  (2) 事故      現在の症状を引起こしている病態     現在の症状(事故と現在の症状が間接的に関係)。

先ず、直接的関係の(1)であるが、事故後約1年半たって症状が出現し、さらに1年半かけてゆっくりと症状が進行した本件の場合、事故と症状の直接の因果関係はない。つまり、事故が直接現在の症状を引起こしたと言う事は不可能である。従って、間接的な関係である(2)のみ議論すればよいと思われる。この場合はさらに以下の二つに分けて因果関係を考えなければいけない：(i)事故により病態が成立してくること、(ii)またこの成立してきた病態と症状との因果関係。具体的に言うと、例えば、事故は頚椎症や後縦靭帯骨化症などを生ぜしめうるかを考える。次いで、各々の病態（頚椎症や後縦靭帯骨化症など）が症状の発現や進行のパターンを説明しうるかという事である。

後縦靭帯骨化症と事故との関係を述べる。後縦靭帯骨化症は原因が不明であるが、少なくとも外傷により後縦靭帯骨化症が生じる事はないと思われる。従って、事故と病態の因果関係（事故により後縦靭帯骨化症が生じた）と言う考え方でいけば、無関係と言う事になる。繰返しになるが、事故時に症状が増悪した場合は、後縦靭帯骨化症による脊柱管狭窄と事故による外力の寄与率を各々考える必要がある。しかし、この○○○氏の場合、症状の悪化が事故後1.5－３年である事を考えると、事故時には競合作用は生じていない。従って、もし、○○○氏の症状が後縦靭帯骨化症によるとすれば、事故と無関係と言いうると思う。

次いで、椎間板ヘルニアについて述べる。椎間板ヘルニアには、前述のごとく、狭義の椎間板ヘルニア(soft disc)と広義の椎間板ヘルニア（変性した椎間板＋頚椎症）が存在する。狭義の椎間板ヘルニア(soft disc)の場合、外傷により生じるかと言えば、軽度の外傷でも生じる事になっているため、事故により病態が成立してくる可能性は十分にあるという事になる。しかし、狭義の椎間板ヘルニア(soft disc)による症状は、その外傷の時が一番強いため、臨床経過が殆どこの○○○氏に合致しない。従って上記の因果関係の(1)-(ii)が成立しない。従って、この考え方の場合、事故とはあまり関係なさそうである。一方、広義の椎間板ヘルニア（変性した椎間板＋頚椎症）を考える必要があるが、この場合は、病態が頚椎症に一致するため、以下の頚椎症で一緒に述べる事とする。

次いで、事故と頚椎症（骨棘形成＋変性した椎間板）の因果関係を考える必要がある。外傷が頚椎症の進行を増悪させる事はあり、また、外傷が椎間板ヘルニアを生じさせて、これが原因で椎間板の変性が進む可能性は十分に存在する。しかし、骨棘形成は一定以上の年齢ではごく普通に認められ、また椎間板の変性も一定以上の年齢ではごく普通に認められ、さらにこの二つが同時に存在する事はよくあることであるため（加齢性変化）、○○○氏にこの状態があるのは確かであるが、すぐ事故と関係ありと言うわけにはいかない。

先ず、頚椎症の骨の変化の部分について述べる。一定以上の年齢ではごく普通に認められる所見である事から、事故が頚椎症である椎体骨縁の異常骨化(骨棘形成)を引起こしたかどうかを決める事は難しい。もし外傷により、骨縁に傷がつきそれに引続いて骨縁の変化が生じた可能性がある場合は、外傷による頚椎症と言って良いと思われる。そう推定するためには、事故の大きさが問題になる。事故の大きさが、軽度の追突の場合、骨に変化を来すほど頚椎に外力が加わる事はきわめてまれであろうと思われる。さらに、最初の病院の頚部Ｘ－P所見も外傷性の変化は存在しない（付録３：診断書７： X-Pは変形性頚椎症と後縦靭帯骨化症を認めるのみ。）と記載されているため、この観点からは、この事故とこの頚椎症は因果関係があると言うよりはむしろ非常に少ないと言えると思われる。

次いで、外傷が椎間板ヘルニアを生ぜしめ、これが原因で椎間板の変性が進むことによる頚椎症について述べる。この場合、軽度の外傷でも椎間板の髄核を取囲む繊維輪が破れ、髄核が飛出し、これをもとにして、通常の椎間板の機能であるクッションの役目が悪くなり、頚椎症が進行すると言う可能性は否定できない。従って、この場合、事故と因果関係はありと言う事になる。但し、先程の付録３：診断書７（ X-Pは変形性頚椎症と後縦靭帯骨化症を認める）と付録２：画像所見を併せると、○○○氏の場合、柔らかい髄核が飛出し次いで頚椎症が生じたと言うよりは、基本的な加齢性の頚椎症のほうが可能性としては高いように思われる。

何れにしろ、頚椎症＋変性した椎間板が○○○氏の症状を形成している場合、病態と症状とに因果関係があり、この場合、病態の成立に、事故が寄与していれば、事故と症状は因果関係ありという事にはなる。

脊柱管狭窄については、先天的に脊柱管全体が狭い場合は、本人の素因が大であるが、この○○○氏の場合それほどではない。故に、上記の病態が複合して相対的に脊柱管が狭くなり脊髄を圧迫している事を言っているだけのため特別にここで述べない。

（5） 現在の状態と事故との因果関係、および、寄与率

繰り返しになるが、現在の状態が後縦靭帯骨化症の場合は、事故との因果関係はほぼゼロでいいと思う。

次に、現在の状態が狭義の椎間板ヘルニア(soft disc)の場合も、事故との因果関係はほぼゼロでいいと思う。

残るは、頚椎症であるが、この場合、骨の変性が主体の場合は、事故との因果関係は非常に少ないと思う。結局、外傷が椎間板ヘルニアを生ぜしめ、これが原因で椎間板の変性が進むことによる頚椎症の場合だけ事故と現在の状態の間に因果関係があるという事になる。しかし、前述のごとく、この可能性は実はあまり高くないと思われる。（画像上、○○○氏の所見は、一般の頚椎症の所見を示し、特別に事故による椎間板ヘルニアの所見を示していない。）

（6） 結論

以上による結論は、○○医師の(付録３：診断書11,12)意見と大きく異なるように思われるが実はそう大きくは違わないかもしれない。そもそも○○医師の意見書は、○○医師に対する質問が適切でなかったと思われる。○○医師の(付録３：診断書3)診断書は非常に詳細に書かれており、神経を扱う専門家が見た場合、○○医師が神経症状およびその発生部位を細かく検討し、非常に誠意のある医師が真摯に検討したことが読み取れる。以下、事故との関係を記する診断書について一つずつ意見を述べる。

○○医師の（付録３：診断書2）“脊柱管狭窄症、頚椎椎間板ヘルニアによる上肢運動障害、歩行障害があり、…脊柱管狭窄は以前からあったものと思われる。”は、至極当然であり、さらに、変性椎間板も含めて椎間板ヘルニアという言葉を使うならば、“椎間板ヘルニアが事故の時に生じたか、又は、椎間板ヘルニアが以前からあり”も、もっともな意見と思われる。しかし、“そこへ事故による外力が加わり、脊髄障害を生じたと考えられる。”という意見は、これも一見もっともな意見であるが、ただ、事故による外力が加わったのが症状発現より約1年半先行し、さらにその後1年半かけてゆっくりと症状が進行したことを考えると、少しこのままでは無理な意見のように思われる。

次いで、○○医師(付録３：診断書3)であるが、○○医師の(付録３：診断書12)にあるがごとく、“必要な臨床所見について漏れなく記入されて居て、……… ”とあるように、非常に詳しく記されていて、神経症状およびその発生部位を細かく検討した事が読み取れる。病名の“頚部後縦靭帯骨化症、頚椎椎間板ヘルニア”にも異論はないし、所見の“筋力は上肢でMMT3、下肢でMMT4。神経因性膀胱。”にも異論はない。同様に、画像所見も、変性椎間板も含めて椎間板ヘルニアという言葉を使うならば、“頚部－XP：後縦靭帯骨化症、C5-6が狭い。頚部－MRI：C3-4、C4-5に椎間板脱出。C4-5で脊髄への圧迫強い。”には、一部椎間板脱出の点で異論はあるが、おおむね異論はない。そして、“主な原因は頚部後縦靭帯骨化症と頚椎椎間板ヘルニアと考えられる。”と続くことにも異論はない。 ただし、この診断書では、外傷との因果関係は全く述べられていないし、説明もされていない。次に(付録３：診断書10)であるが、“四肢不全麻痺により寝たきりの生活を強いられているが、これは既存障害（不整脈、心筋症、多発性脳梗塞）の悪化によるものではなく”という意見には全く問題が無いが、“平成2年3月の交通事故によって生じたと思われる頚椎椎間板ヘルニアに伴う症状である。”という部分は、上記の○○医師と同じ意味で、このままの説明では少し苦しいと思われる。

最後に○○医師の(付録３：診断書11)意見であるが、“頚部後縦靭帯骨化症による脊柱管狭窄があり、それに椎間板ヘルニアが加わって、頚随症を生じた結果四肢麻痺が進行して寝たきりとなっているのであります。”には、全く異論が無い。ただし、事故との関係は、“○○医師の診断書、○○医師の診断書に、はっきりと事故との因果関係が示唆されています。”と書いてあるのみで、本人による説明は行われていない。この二つの意見書の因果関係の部分に対する疑問は既に述べたとおりである。次に(付録３：診断書12)であるが、既往症との程度の関与について”答える事は困難です。少なくとも事故に遭わなければ100％無症状であり得たかもしれません。“と書いているが、これは、逆に”この人の素因が無ければ、 100％無症状であり得たかもしれません。“とも言いうる。それでは、責任は半々かというとそうではなく、本当に必要なことはどちらがより大きい役割を果たしているかを推定するということである。

私の意見を含め、上記のような違いが一見生じているように思われるが、本当はみな非常に近いことを思っているのではないだろうか。それは、“素因か外傷かどちらが事故後かなりの時間を経て発症した頚髄障害を引き起こしたか。”という質問に対してどちらか一方を１００％否定することは非常に少ない確率まで考えた場合は不可能であるということによるのではないか。従って、事故ではないと結論されている人がきた場合、事故を１００％否定する立場には立てないのではないか、ということである。また、各々の寄与率を％で言えということは実際は不可能なことなのではないだろうか。（なお、注意したいのは、この3人のどの医師も症状の１００％が事故のせいとは言っていない点である。）

しかし、現実の問題として賠償を決定する以上は、事故後の低下について出来るだけ合理的な（厳密ではない可能性も存在するが）寄与率を推定する必要があると思われる。この○○○氏の場合、今まで述べた理由から、事故と関係がある場合は、頚椎症＋変性椎間板で症状が出ている場合である。既に述べたようにこの可能性は本当は非常に少ない。さらに、この場合でも、その頚椎症の進行の原因をすべて事故に帰することは無理である。（その他の例えば、後縦靭帯骨化症で症状が生じている場合は、事故と無関係といえる。事故による割合を推定する場合は、それが生じた時の寄与率だけでなく、それが生じる蓋然性の確率も含めて考える必要があると思われる。そうでなければ、非常に小さい確率のものを取出して、これが生じたとしてその場合責任はこれだけという事になってしまう。）こうした考え方からいけば、寄与率は実はほぼゼロと言っていいかもしれない。結論として、その事故による割合を５％以下と推定する。（これは、本来非常に少ないという意味で、例えば、もっと少ない２％以下としてもよい。一般的には、ほぼゼロと言っていいかもしれないが、被害者有利に考えて５％以下と言った。）

さらに、○○医師(付録３：診断書4)にあるように、本来手術でここまで悪くならない可能性が十分にある人に対して、“頚椎症について手術を考慮したが心機能不良のため中止。”という場合、手術が出来ないことを全て加害者の所為にするのは如何かと思われ、総合的にこの○○○氏の現在の状態に対する事故の寄与率は５％のさらに半分以下と推定し、１－２％で良いのではないだろうか。

付録１：症状の経過

（診断書から症状の日付の記載のある物を抜粋）

平成2年3月交通事故

平成2年6月頭痛、肩痛、腰痛

むち打ち症と言われネックカラーをつけて生活

平成3年10月手足のしびれ

そのごしびれは徐々に増悪

平成4年3月両下肢のしびれ

平成5年1月排尿困難

平成5年11月尿バルーンによる持続導尿

平成5年３月歩行困難

平成5年５月ベッド上の生活

平成5年6月歩行障害

平成5年6月上肢運動障害

付録２：画像所見

（１）単純頚部Ｘ－P



平成４年１２月（○○病院）

Ｃ５-6の後縦靭帯骨化症



Ｃ３-４、C４-5、C5-6の頚椎症（椎体骨縁が変性して異常骨化すること）



Ｃ３-４椎体後方の線状の骨化像（後縦靭帯骨化か頚椎症の一部か不明）

平成5年7月（防衛大学）

上記と基本的に同じ所見

（２）頚部－MRI



平成５年３月（○○病院）

矢状断

T1：Ｃ３-４、C４-5の椎間板がfish-tail（魚のしっぽ）状に後方に続きこれが上下に伸びて線状となる。C４-5では脊髄に届く。

T2：Ｃ３-5にかけてくも膜下腔の狭小化、脱出髄核ははっきりしない。

（この所見は、髄核が本当に脱出しているのか、または変性しているが脱出はしていない髄核が後縦靭帯に続いているのかはっきりしない。）

（＊注：MRIにおいてfish-tail状にのびる椎間板様の所見は、実は髄核が本当に脱出しているのかどうか特定しづらい。MRIは水を画像化しているだけであるため、変性した髄核では、髄核をとりまく繊維輪やそれに続く後縦靭帯が髄核と同じ輝度で見える事がしばしばだからである。）

水平断

T1：Ｃ3-4の椎間板の位置で、低輝度から等輝度域の物が脊髄を右前から斜めに押している。

プロトン：Ｃ3-4の椎間板の位置でくも膜下腔が狭小化し、低輝度から等輝度域の物が脊髄を右前から斜めに押している。

（この物が、後縦靭帯骨化か、頚椎症による椎体骨縁の異常骨化か、変性した脱出髄核かははっきりしない。）

（＊注：ここでＣは頚椎を表す。頚椎は7個あり、Ｃ3は3番目の頚椎である。またＣ3-4は頚椎の3番から4番を表し、Ｃ3-4の椎間板は頚椎の3番目と4番目の間の椎間板を表す。）

付録３：診断書

(1)平成5年6月7日
(診断書)


○○中央総合病院

○○

病名：外傷性頚部症候群

平成2年3月9日 交通事故にて受傷。同日当院初診

その後、他院に転院。加療継続。

(2)平成5年6月２４日
(診断書)


○○病院

○○

病名：脊柱管狭窄症、頚椎椎間板ヘルニア

上記による上肢運動障害、歩行障害があり、保存的治療を施行中である。

脊柱管狭窄は以前からあったものと思われる。

椎間板ヘルニアが事故の時に生じたか、又は、椎間板ヘルニアが以前からあり、そこへ事故による外力が加わり、脊髄障害を生じたと考えられる。頭部MRIで判定すると小脳梗塞巣もあり、これによる神経症状が重複している可能性はあるが、現在の症状、経過から考え、脊髄の障害が現在の主因であると推測される。

(3)平成5年９月８日

(自賠責用診断書)


○○医大

○○

病名：頚部後縦靭帯骨化症、頚椎椎間板ヘルニア

症状：両上肢筋力低下、両下肢筋力低下、両手足のしびれ、頚部痛

所見：筋力は上肢でMMT3、下肢でMMT4。神経因性膀胱。

頚部－XP：後縦靭帯骨化症、C5-6が狭い。

頚部－MRI：C3-4、C4-5に椎間板脱出。C4-5で脊髄への圧迫強い。

筋電図：下肢にて上位の神経の障害、母指外転筋と三頭筋で下位神経の障害

以上の所見より自覚症状の主な原因は頚部後縦靭帯骨化症と頚椎椎間板ヘルニアと考えられる。

(4)平成６年９月３０日
(診断書)


○○医大

○○

病名：頚部後縦靭帯骨化症、頚椎椎間板ヘルニア

平成２年３月交通事故。平成3年10月頃手足のしびれ出現。近医受診するがしびれ徐々に増悪。四肢の麻痺も出現し始めたため精査目的にて入院。頚椎症について手術を考慮したが心機能不良のため中止。消炎鎮痛剤、安静等、保存的に対処した。今後症状改善の見込み少なく、徐々に麻痺が進み寝たきりとなる可能性も高い。全介助が必要と思われる。

(5)平成６年１０月２４日
(診断書)


○○病院

○○

病名：腰痛症、頚椎症、神経因性膀胱

平成3年11月21日より、拡張型心筋症，心不全にて当院で加療中。

平成4年3月頃より、腰痛、両下肢のしびれが出現する。症状は徐々に進行し、歩行困難となったため、平成5年3月11日－5月15日当院に入院。介達牽引運動療法を行い、一時改善傾向を認めたが退院後、歩行困難進行し、平成5年5月9日頃よりベッド上生活となる。平成5年1月頃から排尿困難がみられ、頚椎症による神経因性膀胱をみとめ、内服、自己導尿を行っていたが、平成5年11月より尿バルーン装着し、膀胱洗浄を定期的に行っている。拡張型心筋症のため手術は不可。MRI所見：C3-C4椎間板ヘルニア、脊髄圧迫所見

(6)平成6年12月15日
（自算会に対する回答）

○○医大

○○

質問：平成3年10月頃、手足のしびれ出現、徐々に増悪、四肢麻痺も出現したとありますが、これは交通事故（平成2年3月9日）以前からあった脊柱管狭窄症によるものか、それとも、事故後のものかについてご教示ください。

回答：交通事故後、脊柱管狭窄症の症状が悪化、出現したものと思われる。

質問：脳CTにて小脳梗塞巣の散在とあるがその原因、発症の時期。

回答：発症の時期は不明。患者の症状とは関係なく無症候性と思われる。

(7)平成6年12月19日
（自算会に対する回答）

○○中央総合病院
○○

質問：○○○殿が交通事故直後、貴院にて加療されていますが、当時の傷病名、受傷の程度、予後所見、主訴等についてご教示ください。

回答：外傷性頚部症候群  X-Pは変形性頚椎症と後縦靭帯骨化症を認めるのみ。 頚部の疼痛を訴えるため頚部固定、経過観察と安静を指示、帰宅させる。その後、来院せず。

(8)平成6年12月19日
（自算会に対する第二回の回答）

○○中央総合病院
○○

質問：“X-Pは変形性頚椎症と後縦靭帯骨化症を認めるのみ。”とあります。これは、平成2年3月9日の交通事故によるものか。それとも事故前から他院にて診断されている“脊柱管狭窄症”の症状、又は、加齢的変性と考えるべきでしょうか。ご教示ください。

回答：後縦靭帯骨化症は、外傷性変化ではなく、病的変化であり、脊柱管狭窄症の同症状と考えます。

(9)平成７年１月１４日

(自賠責用診断書・柔道整復師用)


○○治療院
○○

病名：なし

頭痛、肩、腰痛のため当院にて治療を行う。電気療法およびマッサージ

（平成2年6月から平成3年7月まで平均4回/月で合計34回）

(10)平成７年１２月２７日

(診断書)


○○医大

○○

病名：頚部後縦靭帯骨化症、頚椎椎間板ヘルニア

現在、四肢不全麻痺により寝たきりの生活を強いられているが、これは既存障害（不整脈、心筋症、多発性脳梗塞）の悪化によるものではなく、平成2年3月の交通事故によって生じたと思われる頚椎椎間板ヘルニアに伴う症状である。

(11)平成８年５月１７日

(紛争処理センターあて意見書)


○○病院

○○

（1） 頚椎椎間板ヘルニアが事故の受傷に起因するか：○○大病院○○医師の後遺症診断書に述べられているように、頚部後縦靭帯骨化症による脊柱管狭窄があり、それに椎間板ヘルニアが加わって、頚随症を生じた結果四肢麻痺が進行して寝たきりとなっているのであります。事故との関係は、平成5年6月24日付○○病院○○医師の診断書、平成7年12月27日付○○大病院○○医師の診断書に、はっきりと事故との因果関係が示唆されています。

（2） 既往症との程度の関与が想定されるか：答える事は困難です。少なくとも事故に遭わなければ100％無症状であり得たかもしれません。

(12)平成７年１月１４日

(紛争処理センターあて意見書)


○○病院

○○

1．内科医が診断書を作成した件について：○○先生平成五年九月八日付後遺症診断書は必要な臨床所見について漏れなく記入されて居て、………このような患者さんの診断書を書くには最も適した方が書かれたと思います。

2．整形外科医の立場から他科診療分野の後遺症診断書の作成は可能か。：頚部後縦靭帯骨化症が外傷により発生するとする明らかな報告は無いと理解して居ます。厚生省が原因不明の特定疾患（いわゆる難病）として認定し、…はっきりしません。

3．変形性頚椎症および後縦靭帯骨化症は症状が増悪するものか。：脊柱管内の骨棘（変形性頚椎症の場合）あるいは靭帯骨化（後縦靭帯骨化症の場合）の増大により脊髄と神経根が圧迫される事が本疾患の基本であって、このような変化があっても臨床症状がある者もあれば無い者もあり、経過によって無症候性圧迫、急性障害、慢性障害とに分けられます。急性障害とは局所の外傷など急激な脊柱の動きがあって、もともと圧迫要素があった脊髄にさらに損傷が加わって症状を発生することであります。そこにヘルニアが加われば益々不利な環境（脊柱管狭窄）が起こって症状を発生することになります。外傷によって後縦靭帯が増大したというよりは、もともとそのような環境のところ（易損性脊髄）に外力が加わって脊髄損傷が起こったと理解しています。脊髄損傷があれば臨床的には四肢麻痺が観察されます。
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